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会員募集中

手
続
き
・
制
度
な
ど

相
　
談

無
料
法
律
相
談
の
お
知
ら
せ

▼ 

日
時　
令
和
５
年
1
月
10
日
㈫　
午
前
９
時
～

午
後
１
時

▼ 

相
談
内
容　
借
金
問
題
、
離
婚
、
相
続
・
贈
与

の
問
題
、
土
地
（
借
地
）・
建
物
の
ト
ラ
ブ
ル
、

境
界
争
い
、
夫
婦・親
子
な
ど
家
庭
内
の
問
題
、

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、セ
ク
ハ
ラ
、Ｄ
Ｖ
問
題
、

交
通
事
故
な
ど
で
お
困
り
の
方
の
相
談

▼
相
談
受
付
件
数　
12
件
ま
で（
１
人
20
分
程
度
）

▼
申
し
込
み　
相
談
日
前
日
ま
で
の
電
話
予
約
と

　
し
ま
す
。
た
だ
し
、当
日
空
き
が
あ
る
場
合
は
、

　
当
日
で
も
受
け
付
け
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　
福
祉
課　
社
会
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
１・１
３
２
）

行
政
書
士
無
料
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　
事
前
予
約
不
要
で
す
。

▼ 

日
時　
令
和
５
年
１
月
８
日
㈰　
午
後
１
時
～

３
時

▼
場
所　
龍
ケ
崎
市
商
工
会　
２
階

▼
相
談
内
容　
相
続
、
遺
言
、
農
地
転
用
、
入
国

　
管
理
各
種
許
可
申
請
手
続
ほ
か

▼
相
談
員　
龍
ケ
崎
市
・
利
根
町
・
河
内
町
在
住

　
の
行
政
書
士
数
名

▼ 

問
い
合
わ
せ
先

　
土
井　
☎
０
８
０
‐
８
７
１
７
‐
２
２
２
６
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そ
　
の
　
他

　
令
和
５
年
５
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
４
月
30
日

ま
で
に
、
龍
ケ
崎
地
方
衛
生
組
合
が
発
注
す
る
建

設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業

務
、
物
品
購
入
お
よ
び
役
務
提
供
そ
の
他
に
係
る

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
が
始
ま
り

ま
す
。

　
詳
細
は
、
当
組
合
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
事
業

者
の
方
」
内
「
入
札
参
加
申
請
」
か
ら
「
令
和
５・

６
年
度
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
手
引
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼ 

受
付
期
間　
令
和
５
年
２
月
１
日
㈬
～
２
月
28

日
㈫　
　
　
　
　
　
　

令
和
５・
６
年
度
龍
ケ
崎
地
方
衛
生
組
合

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付

野
焼
き
や
ご
み
の
焼
却
は
禁
止
で
す
！

　
「
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
臭
い
が
ひ
ど
い
」「
煙

が
ひ
ど
く
洗
濯
物
が
干
せ
な
い
」
な
ど
、
ご
み
の

野
外
焼
却
、
い
わ
ゆ
る
「
野
焼
き
」
に
関
す
る
苦

情
が
、
季
節
を
問
わ
ず
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」

で
家
庭
ご
み
の
野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
分
別
し
て
町
の
ご
み
集
積
所
に
出
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
例
外
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
風
向
き
・
風
速
・
時
間
帯
・
一
度
に
焼
却
す

る
量
な
ど
十
分
に
配
慮
し
、
周
辺
の
迷
惑
に
な
ら

な
い
よ
う
に
注
意
し
て
、
苦
情
が
出
た
場
合
は
た

だ
ち
に
野
焼
き
行
為
を
中
止
し
て
く
だ
さ
い
。

【
野
焼
き
禁
止
の
例
外
】

①
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た

め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

・ 

正
月
の
「
し
め
縄
」「
門
松
」
な
ど
を
焚
く
行

事
な
ど

②
農
業
、
林
業
、
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む

を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

・ 

焼
き
畑
、
畔
の
草
お
よ
び
下
枝
の
焼
却
、
農

地
に
お
け
る
害
虫
駆
除
の
焼
却
な
ど

③
焚
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行

わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

・ 

落
ち
葉
焚
き
、焚
き
火
、キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー

な
ど

※ 

そ
の
他
、
公
共
事
業
や
災
害
に
伴
う
応
急
時
の

焼
却
な
ど
も
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
生
活
環
境
課　
廃
棄
物
対
策
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
４
）

●
償
却
資
産
と
は

　
事
業
に
使
用
す
る
資
産
（
構
築
物
、機
械
装
置
、

器
具
、
備
品
な
ど
）
の
こ
と
で
、
土
地
や
家
屋
と

同
様
に
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で
す
。

　
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

で
所
有
す
る
資
産
の
申
告
が
法
律
に
よ
り
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
前
年
中
の
資
産
増
減
が
無
い
場
合
に
も
、
申
告

は
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
書
に
つ
い
て

　
町
で
把
握
を
し
て
い
る
事
業
者
の
皆
さ
ま
に
つ

い
て
は
、
12
月
の
中
旬
頃
に
申
告
に
関
す
る
書
類

を
送
付
い
た
し
ま
す
。

　
町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
事
業
所
で

書
類
が
届
か
な
い
場
合
に
は
、
税
務
課
資
産
税
係

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
告
期
限

　
令
和
５
年
１
月
31
日
㈫

▼ 

問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
資
産
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１

　
（
内
線
２
０
６・２
０
７・２
０
８
）

令
和
５
年
度
償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

▼ 

申
請
方
法　
原
則
、書
留
郵
便
に
よ
る
郵
送（
受

付
期
間
内
の
消
印
有
効
）

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
龍
ケ
崎
地
方
衛
生
組
合
施
設
課

　

 

〒
３
０
１
‐
０
８
０
１　
龍
ケ
崎
市
板
橋
町
字

安
台
５
４
２
番
地
１

　
☎
０
２
９
７
‐
64
‐
１
１
４
４

　

https://ryugasakieisei.ec-net.jp/

稲
敷
広
域
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
を
予
防
し
よ
う
！

　
急
激
な
温
度
変
化
が
も
た
ら
す
身
体
へ
の
影
響

を
、
ヒ
ー
ト
シ
ョ
ッ
ク
と
い
い
ま
す
。
部
屋
の
移

動
や
入
浴
に
伴
う
室
温
と
浴
槽
の
お
湯
の
温
度
差

に
よ
り
、
血
圧
が
大
き
く
変
動
し
、
意
識
消
失
や

脳
卒
中
、
心
筋
梗
塞
へ
の
危
険
が
高
ま
り
ま
す
。

冬
場
に
多
く
見
ら
れ
、
高
齢
者
は
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。

●
予
防
策

・ 

入
浴
前
に
浴
室
や
脱
衣
所
を
事
前
に
温
め
て
お
く

・ 

お
湯
の
温
度
を
41
℃
以
下
に
設
定
す
る

・ 

飲
酒
後
・
食
事
直
後
・
深
夜
の
入
浴
は
控
え
る

・ 

入
浴
前
に
ご
家
族
や
周
り
の
人
に
声
を
か
け
る

　
こ
の
よ
う
な
予
防
策
を
し
っ
か
り
守
り
、
ヒ
ー

ト
シ
ョ
ッ
ク
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

▼ 

問
い
合
わ
せ
先

　
稲
敷
広
域
消
防
本
部　
救
急
課

　
☎
０
２
９
７
‐
64
‐
３
８
４
６

　

https://w
w

w
.inashiki-kouiki.jp/

特
別
弔
慰
金
の
趣
旨

　
今
日
の
我
が
国
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た

戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を
い
た
し
、
国
と

し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表
す
た
め
、
戦
没
者
等

の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
金
（
記
名
国
債
）
を
支
給

す
る
も
の
で
す
。

▼
支
給
対
象
者

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、
令
和
２

年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
、「
恩
給
法

に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
な
ど
を
受
け
る

方
（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い
場
合

に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人

に
支
給
し
ま
す
。

① 

令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③ 

戦
没
者
等
の
①
父
母
、
②
孫
、
③
祖
父
母
、
④

兄
弟
姉
妹

※ 

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有
し
て

い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④ 

前
記
の
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
３
親
等

内
の
親
族
（
甥
、
姪
な
ど
）

※ 

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以

上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

▼ 

支
給
内
容

　
額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名
国
債

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

第
１１
回
特
別
弔
慰
金
の
申

弔
慰
金
の
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す

▼
請
求
期
限　
令
和
５
年
３
月
31
日
㈮

※ 

請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
第
11
回
特
別
弔
慰
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼ 

問
い
合
わ
せ
先　

　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１　
（
内
線
１
２
４
）

　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
か
ら
、
令
和
５

年
４
月
に
小
学
校
に
入
学
す
る
ひ
と
り
親
家
庭

（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
）
の
お
子
さ
ん
に
、
入

学
祝
品
（
学
用
品
）
を
贈
呈
し
ま
す
。
該
当
児
童

の
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
で
祝
品
を
希
望
さ
れ
る
保

護
者
の
方
は
、
左
記
の
と
お
り
子
育
て
支
援
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

申
請
事
項　
①
住
所
②
児
童
氏
名
・
生
年
月
日

③
保
護
者
氏
名
④
連
絡
先

▼ 
申
請
締
切
日　
令
和
５
年
１
月
６
日
㈮

▼ 
申
請
先　

子
育
て
支
援
課 

子
ど
も
福
祉
係   

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
４
４
）

▼ 

問
い
合
わ
せ
先　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合

会　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
７
５
０
５

ひ
と
り
親
家
庭
の
小
学
校
新
入
学
児
童
へ

入
学
祝
品
を
贈
呈
し
ま
す
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